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はじめに 
若者の雇用の促進や、能力を発揮できる環境を整備するた
めに様々な取り組みがされている中、学校等の既卒者や中
退者が応募可能な新卒求人の申し込みや募集を新たに行
い、採用後一定期間定着させた際に支給される助成金が新
設されました。具体的な内容は以下の通りです。 
 
1. 奨励金の対象者 
以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の
労働者として同一の事業主に引き続き12ヶ月以上雇用さ
れたことがない者 
 
① 学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、

外国の教育施設の卒業者、または中退者 
② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業

訓練の修了者、または中退者 
 
2. 奨励金の支給額 
事業主が対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合
に、企業区分、対象者および定着期間に応じて下表の支給
額が支給されます。 
 
下表※に関し、若者雇用促進法に基づく認定企業(ユース
エール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算され
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 奨励金の支給要件 
支給要件は、コースごとに以下の通りです 
 
【 既卒者等コース 】 
① 既卒者、中退者が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募

集を行い、当該求人募集に応募した既卒者、中退者等を通
常の労働者(直接雇用であり、期間の定め無し等)として雇
用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が
応募可であることが必要) 

② 当該求人の申し込みまたは募集前3年間において、既卒
者等が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行っ
ていないこと 

 
【 高校中退者コース 】 
① 高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集

を行い、当該求人募集に応募した高校中退者を通常の労働
者(直接雇用であり、期間の定め無し等)として雇用したこ
と(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可で
あることが必要) 

② 当該求人の申し込みまたは募集前3年間において、高校
中退者が応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集を行
っていないこと 

 
これ以外にも、各種要件があります。助成金についての相
談は当事務所までお寄せください。 

三年以内既卒者等採用 
定着奨励金について 

既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込みま
たは募集を新たに行い、採用後一定期間定着
させた事業主に対して奨励金が支給されま
す。 
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はじめに 
政府がすすめる「一億総活躍プラン」の一環として、長時
間労働に対する監視・監督を強化する方針が発表されまし
た。 
 
都道府県ごとに長時間労働監視を専門とする人員を配置
し、長時間の残業が常態化している企業へ働きかけていく
ようです。以下、政府の長時間労働対策の動向について解
説します。 
 
背景 
一億総活躍社会の実現に向けた基本姿勢として、厚生労働
省は次のように示しています。 
 
若者・高齢者、女性・男性など、誰もが社会の一員として、
家庭や職場、そして地域で、それぞれ自分らしく活躍できる
チャンスが得られるようにしていく。 そのために、「全産業
の生産性革命」・「希望出生率1.8」・「介護離職ゼロ」・「生涯
現役社会」の実現に向けて、政策を総動員して取り組んでい
く。 

 
長時間労働が出生率の低下や介護離職の原因、または高齢
者雇用の阻害要因となっているとの考え方から、今まで以
上に残業を減らしていくよう働きかけていくようです。 
 
想定される監視方法 
まず、都道府県ごとに「過重労働特別監督管理官（仮称。
以下「かとく担当官」という）」という長時間労働監視を
専門とする人員が配置されます。 
 
かとく担当官は「36協定のチェック」「長時間労働が行わ
れやすい業種特定」「夜間の臨検調査」などの方法で監視
を行うことが予想されます。 
 
 

起こりうる反応 
これらの長時間労働対策に対して、「サービス残業がかえ
って増加するのではないか」との見方もあります。 
 
つまり、残業を正確に記録すると是正指導の対象となって
しまうため、タイムカードを早くに打刻させるものの、そ
の後もサービス残業が行われるようになってしまう可能
性があります。 
 
この対策として、今後は「労働者本人への聞き取り調査」
も強化されていくかもしれません。 
 
企業が手始めに行えること 
企業側はいよいよ本気で長時間労働からの脱却を考えな
ければならないでしょう。 
 
長時間労働は今後の人材確保にマイナスになるだけでな
く、健康被害や労使トラブルリスクも誘発します。次に挙
げるような第一歩を踏みだしてみませんか。 
 
残業時間低減のためにできる第一歩の例 
y 月の休みを1日増やす 
y 不採算な時間帯の営業を30分短縮する 
y ノー残業デーを1日作る 
y 実際の残業時間を正確に計測する 

厚労省の長時間労働 

対策の動向について 

政府は 4 月から各都道府県労働局に残業監視の特
別な監督担当を配置しました。月80時間超の残業
がある場合、労働基準監督署の立ち入り調査の対象
とされるため、より一層の注意が必要です。 
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はじめに 
この4月からの法改正で注目なものと言えば「雇用保険料
率の改定」「健康保険標準報酬額上限の引き上げ」「傷病手
当金や出産手当金の計算方法改正」などですが、その他に
もいくつか法改正が行われています。以下、この4月から
の法改正情報を紹介します。 
 
子ども・子育て拠出金率引き上げ 

（平成28年度4月分～） 
子ども・子育て支援制度においては、企業等からの拠出金
を財源として、国が「児童手当」および「地域子ども・子
育て支援事業」を実施しています。この度、出産後・子育
て中も就業が可能な多様な保育サービス事業の拡充を目
的として拠出金制度が拡充されることになりました。 
 

基本の計算方法： 
厚生年金の標準報酬月額 × 拠出金率 

 
【 平成28年4月からの法改正内容 】 
① 子ども・子育て拠出金率の法律上の上限 

0.24→0.25％ に引き上げ 
② 平成28年度の子ども・子育て拠出金率 

0.15→0.20％ に引き上げ 
 
障害者雇用促進法の改正 

（平成28年4月1日） 
平成28年4月1日より、改正障害者雇用促進法が一部施
行されました。改正のポイントは以下の通りです。 
 
【 1. 障害者に対する差別の禁止 】 
雇用の分野（募集・採用、賃金、配置、昇進等）における
障害を理由とする差別的取り扱いが禁止されます。今回の
改正により「障害者を雇用の場面で差別的に取り扱うこと
の禁止」が明文化されました。例えば、障害があることを
理由として募集対象から外したり、採用面接を拒否したり

するなどの取り扱いは差別とみなされることがあります。
ただし、職業能力などを適正に評価した結果合理的な理由
による異なる取り扱いが禁止されるわけではありません。 
 
同様の差別禁止規定として男女雇用機会均等法がありま
す。同法では性別を理由として雇用分野で差別的取り扱い
をすることを禁止していますが、「マタハラ：マタニティ
ーハラスメント」などの言葉があるように、会社の取り扱
いが「差別的取り扱いにあたるか」を争うことは実際にあ
ります。今回の障害者雇用促進法の改正についても、今後
判例を積み上げていくことで判断基準が確立していくで
しょう。 
 
【 2. 合理的配慮の提供義務 】 
障害者が職場で働くにあたり、障害を改善するための措置
を講ずることが義務付けられます。ただし、当該措置が会
社に過重な負担を及ぼすこととなる場合は除かれます。 
 
＜ 例：募集採用時 ＞ 
y 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害） 
y 面接を筆談などにより行うこと。（聴覚・言語障害）な

ど 
 
＜ 例：採用後 ＞ 
y 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行
うこと。（肢体不自由） 

y 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこ
と。（知的障害） 

y 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通勤・体調に配慮す
ること。（精神障害ほか）など 

 
上記の他に苦情処理・紛争解決援助に関する規定や法定雇
用率の算定基礎見直しも規定されています。この障害者雇
用促進法も政府の「一億総活躍プラン」の動向を受けての
改正でしょう。 

4月からの法改正情報 

（子育て拠出金・障害者雇用について） 

健康保険標準報酬上限の引き上げや雇用保険
料率の改定など、新年度にいくつか法改正が
ありました。その他の法改正情報について紹
介します。 
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はじめに 
本書は営業コンサルタントである著者の質問型営業トーク
技術の中から、営業シーン「アプローチ」「プレゼンテーシ
ョン」「クロージング」「フォローアップ」に特化し、お客
様と相対するときに使える会話を基に構成されています。 
 
その中で使えるフレーズが50個掲載されていますが、質問
型の営業トークとはどのようなものなのでしょうか。 
 
私どものことはご存じですか？ 
 
自分から訪ねて行って「私どものことはご存じですか？」という

質問は、おかしいように思うかもしれません。ところが、意外に

効果があるのです。アプローチで重要なことは、お客様の注意を

引きつけることです。そのためには、こちらを向いてもらう必要

があります。 

 
多くの営業マンは自社製品の素晴らしさを見込み客に語り
ます。しかし、相手にとってこれは単なる売り込みにしか
聞こえません。 
 
一方、「私どものことはご存じですか？」という質問によっ
てどのくらい知っているか、どう想っているかが分かりま
す。そして、もし知らない場合はソフトにサービスの説明
をするチャンスが生まれることを意味しています。 
 
この手法は、見込み客側からのアプローチに関しても「私
どもにどんなイメージがありますか？」と質問することで、
双方の考えのギャップを埋めつつ、セールスできます。 
 
それについてはいつから 

考えておられましたか？ 
こちらも従来型の営業トークではあまりされないものだと
思います。何かの問題を解決するために私達のサービスや
商品があり、それを必要としているかもしれないのが見込

み客です。その見込み客に対してこ
の質問をすることで驚きの効果があ
ると筆者は解説しています。 
 
このやりとりで、お客様はどのように思う

でしょうか。「随分、未解決のままにしてい

た」と思うはずです。それも、何年も放っ

ておいたことを実感します。 
 
人間の思考は「感じる・思う→考える→行動」という順序
で進んでいく中で、「どのようにすればいいのか」「どうや
って解決するか」を見込み客が考え、明確にすることで自
発的にセールスを聞いてくれるようになります。これが質
問型営業の効果なのです。 
 
今後どのようになっていきそうか？ 
本書では、既存の顧客によるご紹介に関しても一章分を使
って解説しています。一流の営業マンは購入後の「フォロ
ーアップ」においても優れています。なぜなら顧客の役に
立っていることで営業への信念を強めているからです。 
 
営業マンの役割は、お客様の現状を良くすることです。あくまでも

お客様のために仕事をしているのです。それによって自分自身も成

長し、その収益で自分の生活も成り立っているのです。この構図を、

売れる営業はよくわかっています。 
 
筆者は最後に質問型営業においての原則を解説していま
す。「人は自分が感じ、思った通りにしか動かない」これ
こそ営業マンが乗り越えるべき最初の課題であり、その後
さらに成績を伸ばすためにどう振り返れば良いかについ
て解説し、本書を締めくくっています。 
 
具体的なトーク集が多く掲載されており、質問型の営業ト
ークが身につく足がかりになる一冊としてオススメです。 

3か月でトップセールスになる 

質問型営業最強フレーズ50 青木 毅 著 

単行本：204ページ 
出 版：ダイヤモンド社 
価 格：1,400円（税抜） 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい
ましたら、お気軽に当事務所までお問い合
わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 
今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 
来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 
 
なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 
〒963-8024 
福島県郡山市朝日一丁目20番11号 
オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 
 
代表よりあいさつ 
 
新年度が始まって一ヶ月。皆様、桜は満喫しましたでしょうか？ 
 
今年は、毎年４月に開成山公園で行われる桜のライトアップ点灯式で、福島ホープス様の着ぐるみを着てチアガールと
踊るという貴重な体験をさせていただきました。心地よい疲労感で、若干くせになりそうです。 
また、私事ですが、齢３１にして、ヒップホップダンスを習い始めました。準備運動の段階でヘトヘトで体の衰えを感
じておりますが、楽しみながら上達していきたいです。 
 
今月の目標は、「踊るように生きる」です。

当事務所からの 

お知らせ 
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人的資源をより一層活用するために、自社のビジネスモデルを今一度整理してみましょう。 
 
ヒアリング項目  
No チェック項目 回答 

１ 自社の現在の顧客を書き出してみましょう  

2 顧客に対してどんな価値を与えているか書き出してみましょう  

3 現在どんな人的資源があるかを書き出してみましょう  

4 顧客との関係をよくするためにできることを書き出してみましょう  

5 顧客に価値を伝える方法を書き出してみましょう  

6 
③の代わりに②④⑤によい影響を与える人的資源はないか 
検討してみましょう 

 

 
 

人的資源活用のための 

アクション検討フレームワーク 

2016年版チェックシート 


